
公       告 

平成23年月12日19日 

 

徳山動物園リニューアル第１工区建築施設等実施設計業務委託に係る公募型プロポーザルの

手続きを以下のとおり開始しますので公告します。 

 

                   周南市長 木村 健一郎 

 

１．プロポーザルの名称及び方式等 

 １）プロポーザルの名称 

   徳山動物園リニューアル第１工区建築施設等実施設計業務委託に係る公募型プロポーザ

ル 

 ２）プロポーザルの方法 

   公募型プロポーザル方式 

 ３）主催及び事務局 

   主 催 山口県周南市 

   事務局 周南市 商工観光部 動物園  

 

２．業務概要 

 １）業 務 名  徳山動物園リニューアル第１工区建築施設等実施設計業務委託 

 ２）実 施 場 所  周南市大字徳山５８４６番地 

 ３）委 託 期 間  契約の日から平成２４年３月３０日まで 

          ※契約は平成２４年１月上旬～中旬を予定している 

 ４）委 託 者  周南市長 木村健一郎 

 ５）業務の内容 

徳山動物園リニューアルに向け、徳山動物園リニューアル基本計画等の過年度計画を踏ま

え、北ゾーン事業認可区域の建築物等の実施設計を行う。 

 ６）業務規模 

   １億７百６５万円程度である。（この金額は見積合わせ時の予定価格となるものではない。

また、消費税を含む額である。） 



３．参加資格要件 

 １）プロポーザルの参加形態は、この業務を目的とする設計共同企業体（共同履行方式）に

よるもの。以下「共同企業体」という。）とする。 

 ２）プロポーザルに参加できる共同企業体は、次に掲げる①～④までの要件を満たしている

ものとする。 

   ①以下の要件を満たしているものにより構成される共同企業体で、構成員の数は２者と

し、構成員のうち１者は、周南市の市内業者または準市内業者であることを条件とする。

なお、共同企業体の代表構成員以外の出資比率は３０％以上とする。 

 

ア・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者。 

    イ．建築士法（昭和２５年法律第２０２号。以下「法」という。）第２３条の３に規定

する一級建築士事務所の登録を有すること。 

ウ．管理技術者及び照査技術者は、法第５条第１項に規定する一級建築士をそれぞれ

配置すること。 

エ．参加表明書提出時点において、会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条又

は、第６４４号の規定に基づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第

１８条第１項若しくは第１９条第１項の規定に基づく破産手続きの申立て、会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定の基づく再生手続き

の申し立てがなされた者（会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生手続き開

始又は再生手続き開始の決定日以降を審査基準日とする経営事項審査を受け更生計

画又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

オ．参加表明書の提出日時点で、業務委託において周南市指名競争入札参加資格を有

する者。 

カ．参加表明書の提出の日から契約締結までの間において、指名停止の措置を周南市

から受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。 

キ． 企業において、平成１８年４月１日以降に完了した本業務実績を１件以上また、 

      本業務と同様とする業務の定義については、以下のとおりとする。 

 



   【本業務と同様とする業務】 

・日本動物園水族館協会加盟の動物園（水族館を含まない）の動物舎（１施設２００

㎡以上）の建築実施設計策定業務。 

【本業務と類似する業務】 

・日本動物園水族館協会加盟の動物園（水族館を含む）の動物舎等（施設１，０００

㎡以上）の建築実施設計策定業務。 

 

４．評価等の方法等 

１）審査及び評価の流れ 

  ①ヒアリングの実施 

技術提案書及び参加表明受付終了後、ヒアリングを実施する。ヒアリングは平成２

４年１月中旬～下旬を予定しており、日程及び実施内容については別途通知するもの

とする。 

   ②審査結果の通知 

     審査において、もっとも優れた技術提案書として選定された技術提案者に対し、「特

定通知書」によりその旨を通知するものとする。 

     最も優れた技術提案書として選定されなかった技術提案書の提出者に対しては、「非

特定通知書」により、特定しなかった理由を付してその旨を通知する。 

 

５．手続等 

 １）事務局担当部課 

    周南市 商工観光部 動物園 

    〒７４５－０８７５ 山口県周南市大字徳山５８４６ 

    電 話 番 号   ０８３４－２２－８６４０（直通） 

    ファックス番号  ０８３４－２２－８６４１（直通） 

    電子メール  dobutsuen@city.shunan.lg.jp 

    ホームページ  http://www.tokuyamazoo.jp/ 

 

２）プロポーザル説明書の交付期間、場所及び方法 

 ①交付期間  平成２３年１２月１９日（月）から平成２４年１月１３日（金）まで 



         直接交付による場合の交付時間は、休園日である火曜日を除く午前９時から

午後５時までとする。 

  ②交付場所  上記１）に定める担当部課において行う。 

  ③交付方法  直接交付（無料）またはホームページからのダウンロードによる。 

 ３）参加表明書及び技術提案書等の提出期限、場所及び方法 

  ①提出期限  平成２４年１月１３日（金）午後５時まで 

         持参による場合の受付時間は、１月１３日（金）までの午前９時から午後５

時までとする。 

  ②提出場所  ５．１）に定める事務局担当部課 

  ③提出書類  参加表明書（様式―１）による 

  ④提出方法  持参あるいは郵送(いずれの方法でも受付期間内必着のこと) 

 ４）本件に関する質問の受付期間、場所及び方法 

  ①受付期間  平成２３年１２月１９日（月）午前９時から 

         平成２４年１月１３日（金）午後５時まで 

         持参による場合の受付時間は、１月１３日（金）の午前９時から午後５時ま

でとする。 

  ②提出場所  ５．１）に定める事務局担当部課 

  ③提出方法  持参、郵送、ファックスあるいは電子メールによる(いずれの方法でも受付

期間内必着のこと) 

  ④質問への回答 

    質問を受理した日から３日（休園日を含まない）以内に質問者に対し、ファッ 

クスあるいは電子メールのうち、質問者が希望する方法で行う。 

  

６．その他 

 １）手続きにおいて使用する言語 

   日本語 

 ２）契約書作成の要否 

   要 

 ３）その他 

   詳細は、｢プロポーザル実施説明書｣による。 


